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「後払い．ｃｏｍ」加盟店規約 

 

 

 

加盟店と株式会社キャッチボール（以下「ＣＢ」という。）は、加盟店による同社商品の

販売の決済方法につき、ＣＢが提供する「後払い．ｃｏｍ」による後払いサービスの導入

ならびに運用に関し、次のとおり加盟店契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第１条（本契約における後払いサービスの定義） 

本契約において、後払いサービスとは、顧客が加盟店に対して支払うべき商品代金、送

料および加盟店が任意に定める手数料を加算した金額（以下「商品代金等」という。）

の決済方法として「後払い．ｃｏｍ」を選択した場合、顧客のＣＢに対する立替払契約

の申し込みを受け付けたものとし、加盟店から当該申し込みの取次ぎを受けたＣ Ｂが顧

客に対する与信を行い、加盟店に対し当該申し込みの承諾を通知したときにＣＢと顧客

との間に立替払契約が成立するサービスであって、加盟店から顧客への商品の配達完了

（以下「着荷」という。）をＣＢが確認後立替払いを行い、顧客から商品代金等を回収

するものをいう。 

 

第２条（遵守事項） 

１. 加盟店は、後払いサービスを利用して商品を販売しようとするときは、次の条件を遵

守する。 

① ＣＢの指定する告知画面をＣＢの指定する方法により顧客に提示し、立替払契約

の申し込みの意思を確認すること。 

② ウェブサイト上において顧客の誤送信や錯誤その他売買契約の解約事由を生じな

いよう、わかりやすい広告画面表示や申込画面表示その他販売に使用する画面表

示の設定に努めること。 

③ 加盟店自身が購入者ではないこと。 

④ 加盟店の役員および従業員またはその家族に対する販売ではないこと。 

⑤ 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に従った広告および販売

を行うこと。 

⑥ 医薬品、酒類、米穀、古物類その他取扱いに法律上の手続きを要する商品の場

合は、その手続きを完了していること。 

⑦ 取り扱う物品の追加または変更をする場合にはＣＢに連絡し、承認を得ること。 

２. 加盟店は、自己が保有するデータを自らの責任と費用負担で、保管およびバック

アップを行わなければならず、ＣＢはこれに応じない。 

 

第３条（与信） 

１. 加盟店は、顧客から立替払契約の申し込みを受け付けたときは、事前にＣＢから同意を

得ている場合を除き、その申し込みを受け付けた日から３日以内に当該申し込みの事実
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および顧客の氏名、名称、住所、電話番号その他ＣＢの指定する事項（以下「注文情

報」という。）を、ＣＢの指定する方法によりＣＢに通知し与信を依頼する。 

２. ＣＢは前項により与信の依頼を受けたときは、信用調査を行い、その結果承認するもの

を契約「可」、承認しないものを契約「不可」に区分して加盟店に通知する。なお、

ＣＢはＣＢの定休日を除き、９時から１８時までの間に与信の依頼を受けたときは、

当日中に結果を通知するものとし、それ以外の時間帯に与信の依頼を受けたときは、

翌営業日に結果を通知するものとする。ただし、注文情報の内容によってはこの限り

でない。 

３. ＣＢの信用調査の方法およびその結果の理由は、加盟店に開示する義務を負わないもの

とし、かつ、ＣＢの信用調査の方法およびその結果について、一切異議を申し立てな

いものとする。 

４. 与信の有効期間は第２項の通知から１か月とする。ただし、１か月経過後もＣＢが認め

るときはこの限りではない。 

５. 加盟店は、ＣＢから事前に同意を得ている場合を除き、ＣＢを除く後払いサービス事業

者の審査において契約「不可」とされた顧客につき、ＣＢに与信の依頼をしてはなら

ないものとする。 

６. 加盟店は、１件の注文で複数の商品がある場合で、かつ、最初の商品の発送から１週間

以上経過後に他の商品の発送がある場合は、個別にＣＢに与信を依頼するものとする。 

７. 加盟店はＣＢから契約「可」の通知を受けたときは、ただちに顧客に対し契約が成立し

た旨を通知し、予約商品や配達日時指定などの特別な理由がある場合を除き、ただち

に商品を発送する。 

８. 商品発送後に注文情報を変更する場合で、かつ、配送先を変更する場合（いわゆる転送

サービスを利用する場合を含む。）または加盟店による間違い登録や変更処理の遅滞

など加盟店の責に帰する場合は、第１１条の集金代行として扱うものとする。 

 

第４条（配送） 

１. 加盟店は、商品の配送にあたり、ＣＢの指定する運送会社を利用し、ＣＢの指定する方

法で配送する。なお、ＣＢが指定する場合、転送不要の伝票を使用する。 

２. 加盟店は、商品の配送にあたり、配送先を配送業者の営業所止め（営業所来店引取

り。）にしてはならない。 

３. 加盟店は、ＣＢに対して、運送会社が商品を集荷した日から５日以内に、配送伝票番号

その他のＣＢの指定する情報をＣＢの指定する方法により通知する。 

４. 運送会社の着荷の処理にかかわらず顧客が商品の受領を拒絶しているときは、加盟店は

運送会社と協力して事実確認を行う。この場合、顧客による商品の受領をＣＢが確認

するまで、着荷がないものとする。 

５. 加盟店は、ＣＢが集荷および着荷に関する情報を運送会社から取得することに同意

し、ＣＢが当該情報収集につき協力を依頼した場合には、ただちに協力する。 
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第５条（立替払い） 

１. 本契約によるＣＢの立替払いは、商品代金等から次条に定める加盟店が支払うべきＣＢ

の手数料および費用を差し引いた金額（以下「立替払金」という。）を対象とする。 

２. ＣＢは、前条第３項の配送伝票番号により着荷を確認後、別途定める支払いサイクル

プランに基づき、加盟店に立替払金を支払う。なお、実際に商品が着荷した日ではな

く、ＣＢにて着荷の確認がとれた日をもって支払うものとし、集荷時に指定された配

送先と異なる配送先へ転送された場合は着荷がないものとして取り扱うものとする。 

３. ＣＢの加盟店に対する立替払金支払にかかる振込み手数料は、加盟店の負担とする。 

４. 配送伝票番号の登録間違いなどにより、ＣＢにて着荷の確認がとれない場合には、立替

払いは行わないものとする。 

５. ＣＢは、加盟店において次の事由が生じたとＣＢが判断した場合には、後払いサービス

を停止することができる。 

① 顧客またはＣＢから加盟店に対して、事前の通知なく、一定期間継続して連絡が

取れないとき。 

② 顧客からＣＢに対して、加盟店および加盟店の商品についての苦情や問い合わせ

が集中するとき。 

③ 加盟店の責めに基づくか否かにかかわらず、顧客の不払い率が著しく高いとＣＢ

が判断したとき。 

④ その他加盟店につき商品代金の回収不能を疑わせる著しい不審事由があるとき。 

６. 前項により後払いサービスを停止していた間に回収された商品代金等については、前項

各号の事由が解消されたことをＣＢが確認次第、立替払いを行う。 

７. 加盟店またはＣＢが相手方当事者に対する支払いを遅延したときは、当該支払金に対し

支払期日の翌日から支払日に至るまで、年利６％の割合（年３６５日の日割計算。）

による遅延損害金を相手方当事者に支払うものとする。 

 

第６条（手数料および費用） 

１. ＣＢの請求手数料および決済手数料は、別途料金表で定めるものとする。 

２. 加盟店は任意に定める手数料を顧客から徴収することができるものとする。 

３. 加盟店は、ＣＢに対し、別途定める料金表に従い、リスクフリープランを除き、月額固

定費を支払う。 

４. 顧客が支払を遅滞した場合の督促費用は、ＣＢの負担とする。ただし、ＣＢが当該督促

費用を顧客から徴収することを妨げない。 

５. 消費税抜５万円以上の請求額で、かつ、コンビニエンスストア収納時に発生する収入印

紙代は加盟店の負担とする。 

６. 顧客が誤って加盟店に直接支払った場合、もしくは加盟店が誤って商品代引きで商品を

発送した場合は、ＣＢは次回立替払いの際に第１項の手数料を徴収するものとする。 
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第７条（情報の提供等） 

１. 顧客との連絡不能その他商品代金等の回収に影響を及ぼすべき事由が発生した場合には、

加盟店はＣＢの求めに対し情報を提供するものとする。 

２. 加盟店は、本契約に基づきＣＢに提供した情報に変更が生じた場合、ただちにＣＢに対

しＣＢが指定する方法で通知しなければならない。 

３. ＣＢは、加盟店の承諾なく、商品代金等の回収に必要な範囲で、顧客に対して請求、支

払の案内その他の連絡をすることができるものとする。 

４. 加盟店は、後払いサービスを利用して商品を販売するショッピングサイトにおいて、顧

客の個人情報について、後払いサービスを提供するために、ＣＢに注文情報を提供す

る旨を明示しなければならない。 

 

第８条（顧客の支払方法） 

顧客のＣＢに対する支払方法は、郵便振替、コンビニエンスストア収納代行または銀行

振り込み等、ＣＢの指定する支払方法のうち顧客が選択した方法とする。 

 

第９条（免責および立替払金の返還） 

１. ＣＢは、次の各号の場合を除き、顧客の支払遅滞、支払不能その他ＣＢと顧客との間に

生じた事由をもって加盟店に対する支払を免れることはできない。 

① 加盟店が顧客に対し物品を引き渡していないとき、または、顧客が商品の受け取

りを認めていないとき、もしくは、加盟店が契約に適合しない商品（不良品や本

来期待された機能を有さない商品。）を顧客に販売したとき。 

② 加盟店または加盟店と意を通じた第三者が架空の注文をしたとき。 

③ 本契約上加盟店がＣＢに提供すべき情報に誤りがあったとき。 

④ 加盟店が法令または本契約の条項に違反したとき。 

⑤ 加盟店と顧客との間で商品の契約不適合、表示方法および販売方法についての紛

争が生じたとき。 

⑥ 贈答注文その他注文者と配送先が異なる場合で、かつ、商品配送先の登録洩れ等

によりＣＢの立替払金の回収に困難を生じたとき。ただし、顧客が加盟店に対し

虚偽の情報を提供した場合を除くものとする。 

⑦ 顧客が支払方法としてコンビニエンスストア収納代行を利用した場合で、コンビ

ニエンスストアまたは収納代行会社の破産、民事再生、会社更生手続き等の事由

により、顧客が払込済み分の商品代金等をＣＢが回収できなかったとき。 

⑧ その他、ＣＢと顧客との間に生じた事由が加盟店の責めに基づくものであると

き。 

⑨  地震、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなったとき。  

２. 前項第１号ないし第８号の場合、ＣＢは、直近３年間においてＣＢが加盟店に支払っ

た立替払金（ただし、ＣＢが顧客から弁済を受けた金額を除く。）の返還およびＣＢ
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の顧客に対する求償に要した費用の支払い（以下、総称して「立替払金の返還等」と

いう。）を加盟店に請求することができるものとし、加盟店は、当該請求を受けた日

から１か月以内にＣＢの指定する方法により立替払金の返還等を行うものとする。こ

の場合、ＣＢは加盟店による現実の支払いに代えて、加盟店に対する他の支払金から

いつでも立替払金の返還等をすべき相当額を控除できるものとする。 

 

第１０条（サービスの中断等） 

１. ＣＢは、サーバーの不備、災害、戦争その他ＣＢの責めに基づかない事由により後払い

サービスを提供できなくなったときは、後払いサービスの提供を中断することができ

る。 

２. ＣＢは、後払いサービスの提供に必要な設備の保守点検等の事由により後払いサービス

の提供を中断すべきであると判断したときは、加盟店に通知して後払いサービスの提

供を中断することができる。 

 

第１１条（集金代行） 

本契約において立替払いの対象外とされる取引につき、加盟店が集金代行を委託し、か

つ、ＣＢがこれを承諾する場合には、ＣＢは集金代行を行う。 

 

第１２条（加盟店による直接請求の禁止） 

加盟店は後払いサービスの利用を選択した顧客からＣＢの商品代金等を直接請求および

徴収してはならない。ただし、加盟店の請求によらず顧客が加盟店に対して支払った場

合はこの限りではない。なお、顧客が加盟店に商品代金等を任意に支払った場合、加盟

店は立替払金相当額のみを受領する権限を有し、商品代金等から当該立替払金相当額を

控除した残額を請求手数料および決済手数料としてＣＢに支払うものとする。 

 

第１３条（守秘義務） 

１. 本契約において、「開示当事者」とは、秘密情報を開示した者をいい、「受領当事者」とは、

開示当事者から秘密情報を受領した者をいう。また、「秘密情報」とは、本契約に関連

して知り得た相手方当事者の有形無形の技術上または営業上その他の情報（個人情報保

護法に基づく個人情報を含む。）であって、「秘密」「機密」または「Ｃｏｎｆｉｄｅ

ｎｔｉａｌ」等の秘密である旨を表示して相互に提供される各種情報をいう。ただし、口

頭で開示する秘密情報は、開示時に口頭で秘密である旨を告知し、かつ２週間以内に秘

密である旨を表示した文書等を受領当事者に交付した場合に限り、秘密情報として取り

扱うものとする。なお、次の各号に掲げる情報は秘密情報として取り扱わない。 

① 開示当事者が開示した時点で既に公知、公用となっていた情報。 

② 受領当事者の責めによらずして公知、公用となった情報。 

③ 受領当事者が開示される前から保有していた情報。 

④ 受領当事者が開示された後、正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく

入手した情報。 
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⑤ 受領当事者が開示された情報と無関係に開発、創作した情報。 

２. 受領当事者は、秘密情報を本契約の履行以外の目的には一切利用してはならない。 

３. 受領当事者は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって秘密として保持し、本契約にか

かる業務遂行のために知る必要のある最小限の範囲の自己の役員または従業員を除き、

開示当事者の事前の書面による承諾なく第三者に開示してはならない。 

４. 受領当事者は、裁判所その他官公庁等から法令により秘密情報の開示を求められたとき

は、その求められた必要最小限の範囲において、当該請求者に対し秘密情報を開示すること

ができる。 

５. 受領当事者は、弁護士、公認会計士その他の法令上守秘義務を課されている専門家に対して

は、本条を適用せず、秘密情報を開示することができる。 

６. ＣＢは、本契約に関連する必要最小限の範囲でＣＢの親会社である株式会社スクロール

３６０（静岡県浜松市中央区佐藤二丁目２４番１号）および株式会社スクロール（静岡

県浜松市中央区佐藤二丁目２４番１号）に、秘密情報を開示することができる。 

７. 受領当事者は、前四項に基づき秘密情報を開示した場合であっても、これによって本契約上

の責任を免れるものではない。 

８. 受領当事者は、開示当事者から請求があったとき、または本契約が終了したときは、直ち

に秘密情報が記載もしくは記録されたすべての書面、電子記録媒体または情報通信機器

で送信するデジタルデータ等（ただし、これらに限られない。）を、すべての複製物を

含め、開示当事者の指示に従い返却または廃棄等の処分を行うものとする。 

９. 開示当事者は、受領当事者が本条の一に違反した場合において、これにより損害を受けたと

きは、相手方に対して、当該違反行為の差止め、および損害の賠償ならびに事態収拾、

信用回復などのために要した合理的な費用（広告費・弁護士費用その他の費用）を請求

することができる。 

 

第１４条（売買契約の解除） 

１. 加盟店は、顧客から商品に係る売買契約（以下「売買契約」という。）の解除の申し

出を受けたときは、ＣＢの指定する方法によりＣＢにこれを通知する。 

２. 売買契約が解除された場合は、第６条第１項に定めるＣＢの手数料は ＣＢが負担する。

ただし、加盟店による重複登録があったとき、または、その他加盟店の責めに基づく

解除の場合で、かつ、ＣＢが顧客に対して請求書を発行済みであるときは、第６条第

１項に定める手数料は加盟店の負担とする。 

３. 顧客がＣＢに対して商品代金等を支払った後に売買契約の解除があった場合は、解除事

由の如何を問わず、ＣＢは顧客に対する直接の返金義務を負わない。この場合、ＣＢ

は加盟店に対して商品代金等を払い戻す義務を負い、ＣＢが加盟店に対して立替払金

を支払った後に売買契約の解除があったときは、ＣＢは加盟店に対して第６条第１項

に定めるＣＢの手数料を返還する義務を負う。ただし、加盟店による重複登録があっ

たとき、または、その他加盟店の責めに基づく解除の場合で、かつ、ＣＢが顧客に対

して請求書を発行済みであるときは、第６条第１項に定める手数料は加盟店の負担と
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する。 

４. 顧客がＣＢに対して商品代金等を支払う前に売買契約の解除があったときは、加盟店は

ＣＢに対して受領済みの立替払金を返還する義務を負い、ＣＢは第６条第１項に定め

る手数料を負担する。ただし、加盟店による重複登録があったとき、または、その他

加盟店の責めに基づく解除の場合で、かつ、ＣＢが顧客に対して請求書を発行済みで

あるときは、第６条第１項に定める手数料は加盟店の負担とする。 

５. 第３項および第４項に基づき、加盟店またはＣＢが相手方当事者に支払うべき金員 

は、ＣＢの指定する方法により支払う。この場合、両当事者は、相手方当事者に対す

る他の支払金からいつでも控除できるものとする。 

６. 第１１条に定める集金代行の解除については、本条の規定を準用する。 

 

第１５条（有効期間） 

１. 本契約の有効期間は本契約締結日から１年間とする。ただし、契約終了１か月前までに

加盟店またはＣＢから別段の意思表示が無い場合はさらに１年間延長し、以降も同様

とする。 

２. 前項の定めに関わらず、本契約の有効期間満了後ならびに、前条および本契約の定めに

基づく解除後も第１３条の守秘義務は、２年間有効に存続する。なお、個人情報保護

法に基づく個人情報の守秘義務については、期間の定めなく存続する。 

 

第１６条（商品代金等未払い時の加盟店の対応） 

１. 商品の契約不適合責任、品質保証、保守サービス、アフターサービスその他売主として

の責任は、加盟店が顧客に対して直接負うものとし、ＣＢはその一切の責任を負わな

い。 

２. 加盟店は、前項の売主の責任および商品の品質、規格、仕様その他商品、販売方法等取

引に関して生じた紛争を直接顧客との間で速やかに解決するものとし、かかる紛争に

関し、ＣＢは一切責任を負わない。 

３. 加盟店は、顧客による商品代金等の支払いが円滑に行われないおそれが生じたときは、

直ちにＣＢに対して通知するものとする。 

４. 加盟店は、顧客から商品代金等の支払いが行われず、または既払い代金の返還請求があ

った場合の対応費用を全て負担するものとする。 

第１７条（設備維持義務） 

加盟店は、自己の責任で後払いサービスの導入、維持に必要なコンピュータその他の機

器、システムを用意し、環境を整えるものとする。 

第１８条（加盟店の遵守事項） 

１. 加盟店は、後払いサービスを提供するウェブサイトまたはカタログ等、商品の販売お

よび関連する電子メールにおいて次の行為を行ってはならない。 

① 法令および本契約に違反するおそれのある行為。 
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② ＣＢまたは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害するおそれのある行

為。 

③ ＣＢまたは第三者の財産、プライバシー、肖像権、名誉および信用を侵害するお

それのある行為、または他人に不快感を抱かせる行為。 

④ 詐欺等の犯罪に結びつくおそれのある行為。 

⑤ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表

示する行為。 

⑥ 無限連鎖講を開設しまたはこれを勧誘する行為。 

⑦ ＣＢまたは第三者の設備、システムの運営に支障を生じさせる行為。 

⑧ 他人になりすまして情報を発信し、受信し、または店舗を運営する行為。 

⑨ 不特定多数の者に大量にまたは求めていない第三者に電子メールを送信する行

為。 

⑩ 架空販売または支払い意思のない顧客に対するそれと知った販売行為。 

⑪ ＣＢの信用を損なうおそれのある行為。 

⑫ ＣＢまたは第三者に不利益を生じさせる行為。 

⑬ 前各号のいずれかの行為が介在する第三者のデータ、情報等にリンクを設定する

行為。 

２. ＣＢは、加盟店に前項各号の行為に該当するおそれがあると判断した場合、加盟店に

改善を求めることができ、加盟店は、これに対して即時に対応し、その対応措置の内

容をＣＢに報告するものとする。 

３. ＣＢは、加盟店に第１項各号の行為に該当するおそれがあると判断した場合、加盟店

に調査を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとする。 

 

第１９条（加盟店のＣＢに対する各種義務） 

１. 加盟店は、本契約に定めるほか、次の場合に直ちにＣＢに書面をもって報告する義務を

負うものとする。 

① 加盟店が提出した申込書、審査用資料等の提出資料の内容に変更があったとき、

または住所、代表者、商号もしくは代表者事項証明書等の記載事項や取引上の重

要な事項に変更が生じたとき。 

② 加盟店において第２１条第２項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。 

２. 加盟店が新たにウェブサイトまたはカタログ等で後払いサービスを利用する場合、もし

くは新たな商品を販売する場合は事前にＣＢの書面による承諾を得るものとする。 

３. 加盟店への通知、送付書類、支払金等が延着した場合、もしくは到着しなかった場合に

は、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなす。また、変更事項を届け出な

かったことにより、支払金の受領に関して紛議が生じた場合、加盟店は責任をもって

対処し解決するものとする。 

４. ＣＢは加盟店に対し、当事者双方協議のうえ、ＣＢが必要と判断する書類の提出を求め
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ることができる。 

５. 加盟店は、本契約の有効期間中、顧客に対し、後払いサービスを購入画面に表示し、決

済手段として顧客が利用できる機会を与えなければならない。 

６. 加盟店は、本契約の有効期間中、後払いサービスと同一または類似の他社サービスにかか

る契約をしてはならない。ただし、ＣＢが事前に承諾した場合は、この限りではない。 

 

第２０条（ＩＤおよびパスワード） 

１. 加盟店はＣＢが付与した加盟店ＩＤおよびパスワードを第三者に開示、貸与、共有し

てはならず、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理（パスワードの適宜変更を

含む。）しなければならない。ユーザーＩＤおよびパスワードの管理不備、使用上の

過誤、第三者の使用等により加盟店自身およびその他の者が損害を被った場合、ＣＢ

は一切の責任を負わないものとする。 

２. 第三者が加盟店ＩＤおよびパスワードを用いて、後払い決済方法を利用した場合、当

該行為は加盟店の行為とみなされるものとし、加盟店は、かかる利用についてのサー

ビス利用料の支払その他の債務一切を負担する。また、当該行為によりＣＢが損害を

被った場合には、加盟店は、当該損害を補填する。ただし、ＣＢの故意または重過失

により加盟店ＩＤおよびパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではない。 

 

第２１条（解除権） 

１. 本契約の解除は加盟店またはＣＢが書面もしくは電子メールにより１か月以上の予告期

間をもって相手方当事者に通知し、当該予告期間の経過をもって将来に向かって解除

することができる。ただし、未履行債務についてはこの限りではない。 

２. 加盟店およびＣＢは、相手方当事者に次のいずれかの事由が生じた場合は、予告なく、

ただちに本契約を解除し、第１４条の規定に従い精算することができる。 

① 本契約の条項に違反し、その違反の程度が著しいとき。 

② 監督官庁に営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたと

き。 

③ 仮差押え、仮処分、強制執行または担保権の実行としての競売の申し立てがあっ

たとき。 

④ 公租公課を滞納して督促、保全差押、差押、参加差押もしくは交付要求を受けた

とき、または公売の決定があったとき。 

⑤ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算、特定調停手続の申し立

てがあったとき、または清算、任意整理を行ったとき。 

⑥ 解散決議、事業廃止、合併または事業譲渡(全部または重要な一部)したとき。 

⑦ 振り出した手形・小切手が１回でも不渡りとなったとき、または裏書きした手

形・小切手が不渡りとなりその買戻し・償還請求に応じないとき。 

⑧ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

⑨ 支払停止、支払不能等の事由を生じたとき。 

⑩ 財政状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると相手方当事者が認めたと
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き。 

⑪ 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者その他反社会的勢力と関係する

ことが判明したとき。 

⑫ 本契約に基づく取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いたとき、または虚偽

の風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方当事者の信用を毀損し、また

は業務を妨害する等の行為を行ったとき。 

⑬ 加盟店もしくは加盟店の商品に対し、顧客から苦情が相次ぐとＣＢが判断したと

き。 

⑭ その他前各号に準ずる事由が生じたとき。 

３. 前二項に基づく解除があったときは、相手方は解除者に対して負担する一切の債

務について当然に期限の利益を失い、速やかに弁済するものとする。 

 

第２２条（反社会的勢力の排除） 

１. 加盟店およびＣＢは、相手方に対して、現在および将来にわたって次の各号について表

明し、保証する。 

① 自己が把握する限りにおいて、自己、自己の役職員、主要な株主および取引先

（以下総称して「関係者等」という。）が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、

総会屋またはこれらに準ずる者（以下総称して「反社会的勢力」という。）に該

当していないこと。 

② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していないこと。 

③ 自己が把握する限りにおいて、関係者等が反社会的勢力を利用していないこと。 

④ 自己が把握する限りにおいて、関係者等が反社会的勢力に対して資金等を提供し、

または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与して

いないこと。 

⑤ 自己が把握する限りにおいて、関係者等に反社会的勢力との間で社会的に非難さ

れるべき交際や関係がないこと。 

⑥ 反社会的勢力を名乗るなどして、または恫喝、脅迫等の暴力的言動を行うことな

どにより、相手方の名誉・信用を毀損し、もしくは業務の妨害を行い、または不

当な要求行為をなさないこと。 

２. 加盟店およびＣＢは、前項について自己の違反を発見した場合は、直ちに相手方にその

内容を報告するものとする。 

３. 加盟店およびＣＢは、相手方が前二項に反した場合、加盟店とＣＢとの間における一

切の契約を、解除することができる。この場合、解除者は相手方に対し、その名目を

問わずなんらの金員の支払義務を負担せず、契約終了に伴い生じた相当な損害につい

て、賠償を求めることができる。 

４. 前項に基づく解除があったときは、相手方は解除者に対して負担する一切の債務につい
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て当然に期限の利益を失い、速やかに弁済するものとする。 

 

第２３条（損害賠償） 

加盟店またはＣＢは、自己が本契約の一に違反し相手方に損害を与えた場合、これを賠

償する責めを負う。 

 

第２４条（規約の変更） 

１. ＣＢは、「後払い．ｃｏｍ」の適正な利用の確保および円滑なサービス提供その他Ｃ

Ｂにおいて合理的に必要と判断した場合、加盟店の個別の承認を得ることなく、いつ

でも本規約を変更することができるものとする。 

２. ＣＢは、本規約変更後の効力発生日までに、本規約を変更する旨ならびに変更後の本

規約の内容および効力発生日を、ＣＢのＷＥＢページ、書面、ＦＡＸまたはＥメール

その他電磁的方法により加盟店に通知する。 

３. 加盟店が本規約変更の効力発生日以降に後払いサービスを利用したときは、本規約の

変更に同意したものとみなす。 

 
第２５条（加盟店情報の共同利用） 

加盟店は、ＣＢが、日本後払い決済サービス協会（以下「後払い協会」という。）に対

して、後払い決済サービスの加盟店審査ならびに加盟店調査、加盟店に対する措置およ

び取引継続に係る審査等の目的のため、ＣＢのプライバシーポリシーおよび後払い協会

が定める「加盟店情報交換制度運営規則（https://j-bnpla.jp/bdm/）」に従って加盟店

情報を報告し、当該協会のセンター会員がこれを共同利用することについて、予め同意

します。 

 

第２６条（権利義務の譲渡禁止） 

加盟店は、ＣＢの事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に基づく権利義務の全

部または一部、および本契約上の地位を第三者に譲渡し、転借し、または使用、承継もし

くは代行させ、または担保の目的に供してはならない。 

 

第２７条（権利帰属） 

「後払い．ｃｏｍ」の後払いサービスを構成する全てのシステム、プログラム、ハードウ

ェア、ソフトウェア、サービス名称、ロゴその他一切の所有権および著作権（著作権法第

２７条および第２８条に定める権利を含む。）、特許権、実用新案権、商標権、意匠権そ

の他の知的財産権（それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する

権利を含む｡）は、ＣＢまたはＣＢにその利用を許諾した原権利者に帰属し、加盟店は、こ

れを侵害してはならない。ただし、適正な利用の範囲において、ＣＢがその利用を認めた

ものは除く。 

 

第２８条（管轄裁判所） 

本契約について紛争が生じたときは、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の

専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとする。 

 

第２９条（協議事項） 
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本契約に関する疑義が生じた場合、または本契約に規定のない事項については、加盟店

およびＣＢが協議のうえ、解決するものとする。 

 

 

制定日  ：２００７年 ３月 １日 

最終改定日：２０２５年  １月  １日 

 


